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千葉県公安委員会告示第１１号  

 警備業法の一部を改正する法律（平成１６年法律第５０号）附則第５条に規定する審査

を次のとおり実施する。 

  令和６年３月１５日 

                 千葉県公安委員会委員長  佐久間  英 利 

１ 審査に係る警備業務の種別及び級 

（１）警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安委員会規則第２０号。以下

「規則」という。）第１条第１号に規定する空港保安警備業務 １級 

（２）規則第１条第１号に規定する空港保安警備業務 ２級 

（３）規則第１条第２号に規定する施設警備業務 １級 

（４）規則第１条第２号に規定する施設警備業務 ２級 

（５）規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務 １級 

（６）規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務 ２級 

（７）規則第１条第５号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務 １級 

（８）規則第１条第５号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務 ２級 

（９）規則第１条第６号に規定する貴重品運搬警備業務 １級 

（１０）規則第１条第６号に規定する貴重品運搬警備業務 ２級 

２ 審査に係る学科試験及び実技試験の実施期日 

令和６年６月１８日（火曜日）午後１時３０分から午後５時まで 

３ 審査に係る学科試験及び実技試験の実施場所 

  千葉市中央区新田町４番２２号 サンライト７階 

４ 審査対象者及び審査定員 

  次のとおりとする。ただし、規則附則第７条第２項の規定に該当する者を除く。 

（１） １（１）の審査対象者及び審査定員 

    規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和６１年

国家公安委員会規則第５号。以下「旧規則」という。）第１条第１項の表に規定す

る空港保安警備に係る同項に規定する検定であって同条第２項に規定する１級に係

るものに合格した者 １０人 

（２） １（２）の審査対象者及び審査定員 

    旧規則第１条第１項の表に規定する空港保安警備に係る同項に規定する検定で

あって同条第２項に規定する１級又は２級に係るものに合格した者 １０人 

（３） １（３）の審査対象者及び審査定員 

    旧規則第１条第１項の表に規定する常駐警備に係る同項に規定する検定であって 

   同条第２項に規定する１級に係るものに合格した者 １０人 

（４） １（４）の審査対象者及び審査定員 

    旧規則第１条第１項の表に規定する常駐警備に係る同項に規定する検定であって
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同条第２項に規定する１級又は２級に係るものに合格した者 １０人 

（５） １（５）の審査対象者及び審査定員 

    旧規則第１条第１項の表に規定する交通誘導警備に係る同項に規定する検定で

あって同条第２項に規定する１級に係るものに合格した者 １０人 

（６） １（６）の審査対象者及び審査定員 

    旧規則第１条第１項の表に規定する交通誘導警備に係る同項に規定する検定で

あって同条第２項に規定する１級又は２級に係るものに合格した者 １０人 

（７） １（７）の審査対象者及び審査定員 

    旧規則第１条第１項の表に規定する核燃料物質等運搬警備に係る同項に規定する

検定であって同条第２項に規定する１級に係るものに合格した者 １０人 

（８） １（８）の審査対象者及び審査定員 

    旧規則第１条第１項の表に規定する核燃料物質等運搬警備に係る同項に規定する

検定であって同条第２項に規定する１級又は２級に係るものに合格した者 １０人 

（９） １（９）の審査対象者及び審査定員 

    旧規則第１条第１項の表に規定する貴重品運搬警備に係る同項に規定する検定で

あって同条第２項に規定する１級に係るものに合格した者 １０人 

（１０） １（１０）の審査対象者及び審査定員 

    旧規則第１条第１項の表に規定する貴重品運搬警備に係る同項に規定する検定で

あって同条第２項に規定する１級又は２級に係るものに合格した者 １０人 

５ 審査申込手続等 

（１）審査を受ける資格 

  ア 千葉県内に住所を有する者又は千葉県内の営業所に属する警備員 

  イ ア以外の者で千葉県公安委員会が交付した旧規則第８条の合格証を有するもの 

（２）審査申込手続 

  ア 申込方法 

    審査を希望する者（以下「審査希望者」という。）は、千葉県内の各警察署に備

付けの審査申込票に必要事項を記入し、（１）アに該当する者にあっては住所地

（審査希望者が千葉県内の営業所に属する警備員である場合にあっては、その営業

所の所在地を含む。）を管轄する警察署に、（１）イに該当する者にあっては千葉

県内のいずれかの警察署に提出すること。 

    なお、郵便又は信書便により送付する方法による申込み及び本人以外の者が行う

申込みは、受け付けない。 

  イ 審査申込票受付期間等 

    令和６年５月７日（火曜日）から１０日（金曜日）までの午前９時から午後４時

まで 

（３）審査申請者決定通知 
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   審査申込票の受付期間終了後、千葉県公安委員会が審査の申請をできる者（以下 

  「審査申請者」という。）を決定し、審査申込票を受理した警察署を経由して審査申 

  請者決定通知を行う。 

   なお、審査希望者が審査定員を超過した場合は、抽選により審査申請者を決定す 

  る。 

（４）審査申請手続等 

  ア 審査申請手続 

    審査申請者として決定された者は、審査申請書に必要事項を記入し、添付書類と

ともに審査申込票を提出した警察署へ提出すること。 

  イ 審査申請受付期間等 

    令和６年５月２７日（月曜日）から５月３１日（金曜日）までの午前９時から午

後４時まで 

  ウ 添付書類 

  （ア）住所地を疎明する書面（千葉県内の営業所に属する警備員にあっては、その営

業所に属することを疎明する書面） 

  （イ）旧規則第８条の合格証の写し 

  （ウ）写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長

さ３．０センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの） 

（５）審査手数料等 

  ア 審査手数料 

    ４，７００円 

  イ 納入方法 

    受講申込書提出時に納入することとし、その詳細については、千葉県警察本部の 

   ホームページ等に記載する。 

    なお、既納の審査手数料は、還付しない。 

６ 問合せ先 

  千葉県警察本部生活安全部風俗保安課警備業係 電話０４３（２０１）０１１０ 


